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１ 

 

大磯町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 

 

〇 改正概要 

  町営住宅の東町住宅については、昭和28年度に『東町三丁目７番16号ほか』の位置に

木造平屋建てで10戸を建設し、用途開始しました。 

その後、建物の老朽化が進み、平成16年度には５戸となっておりましたが、平成22年

度に１戸、平成23年度に１戸、平成24年度に２戸を用途廃止・解体したため、現在は、

『東町三丁目10番20号』の１戸のみとなっておりますので、条例で規定する東町住宅の

位置を現存する住宅に変更するため、規定の改正を行うものです。 

 

〇 改正内容 

１ 大磯町営住宅管理条例の別表第１の表中、東町住宅の位置について、現存する住宅

の位置に改めるものです。 

 

 

 

『東町三丁目７番16号ほか』          『東町三丁目10番20号』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施行日 

   施行日は、公布の日とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行（位置） 改正後（位置）



 

 

 大磯町営住宅管理条例 新旧対照表 

 改正案 現行 

目次 省略 

第１条～第52条 省略 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

名称 位置 

東町住宅 大磯町東町三丁目 10番 20号 

省略 

 

別表第２・別表第３ 省略 

目次 省略 

第１条～第52条 省略 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

名称 位置 

東町住宅 大磯町東町三丁目７番 16号ほか 

省略 

 
別表第２・別表第３ 省略 

 

２
 


